
5

　
豊
富
な
知
識
と
経
験
を
有
し
、
多
年
に
わ
た
っ
て

社
会
の
進
展
に
寄
与
さ
れ
た
高
齢
者
を
敬
愛
す
る
と

と
も
に
高
齢
者
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
９
月
の

第
３
月
曜
日
を
「
敬
老
の
日
」
と
し
、
９
月
１５
日
か

ら
２１
日
ま
で
が
「
老
人
週
間
」
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

　
小
野
町
の
６５
歳
以
上
の
高
齢
者
は
平
成
１９
年
６
月

２９
日
現
在
で
男
１
２
８
４
名
、
女
１
９
６
５
名
、
計

３
２
４
９
名
で
、
高
齢
化
率
は
２６
・
８２
％
（
前
年
比

０
・
５２
％
の
伸
び
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
高
齢
化
率
が
年
々
増
加
し
て
い
る
今
日
、「
敬
老

の
日
・
老
人
週
間
」
を
契
機
に
家
庭
で
高
齢
者
の
生

き
が
い
や
健
康
、
介
護
、
高
齢
社
会
に
お
け
る
家
庭

の
役
割
な
ど
を
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

　
戦
没
者
の
遺
族
の
方
々
に
対
し
、
国
の
弔
意
を
表

す
る
た
め
、
特
別
弔
慰
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。 

　
特
別
弔
慰
金
の
受
給
権
者
は
、
平
成
１７
年
４
月
１

日
現
在
で
、
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
な
ど
を
受
け

る
方
が
い
な
い
遺
族
で
す
。 

　
次
に
掲
げ
る
遺
族
の
う
ち
、
そ
の
順
位
に
従
っ
て

最
も
順
位
が
先
の
方
お
一
人
に
、
４０
万
円
の
国
庫
債

券
が
支
給
さ
れ
、
一
年
に
つ
き
４
万
円
ず
つ
１０
年
に

わ
た
っ
て
交
付
さ
れ
ま
す
。（
同
順
位
の
方
が
複
数

い
る
と
き
は
、
お
一
人
を
選
定
し
て
請
求
い
た
だ
き

ま
す
） 

●
順
　
位
 

一
　
平
成
１７
年
４
月
１
日
ま
で
に
弔
慰
金
（
遺
族
国

庫
債
券
）
を
受
け
た
方
 

二
　
戦
没
者
の
子
 

三
　
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
（
た
だ
し
、

　
　
戦
没
者
の
死
亡
当
時
、
戦
没
者
と
同
一
生
計
関

　
　
係
に
あ
っ
た
方
で
、
養
子
縁
組
や
婚
姻
に
よ
り

　
　
姓
が
変
わ
っ
て
い
な
い
方
） 

四
　
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
（
前
記
三
以

　
　
外
の
方
） 

五
　
戦
没
者
と
三
親
等
以
内
の
親
族
（
叔
父
叔
母
・
 

　
　
甥
姪
な
ど
）
の
う
ち
、
戦
没
者
の
死
亡
時
ま
で

　
　
一
年
以
上
同
一
生
計
に
あ
っ
た
方
 

●
請
求
期
限
は
平
成
２０
年
３
月
３１
日
ま
で
で
す
。 

◆
問
い
合
わ
せ
　
健
康
福
祉
課
　
７
２
―
６
９
３
４
 

　
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
で
は
、

旧
軍
人
な
ど
で
恩
給
な
ど
を
受
け
て
い
な
い
恩
給
欠

格
者
や
戦
後
、
ソ
連
や
モ
ン
ゴ
ル
に
強
制
抑
留
さ
れ

た
方
、
終
戦
に
伴
い
本
邦
以
外
の
地
域
か
ら
引
き
揚

げ
て
こ
ら
れ
た
方
の
「
ご
本
人
」
に
、
内
閣
総
理
大

臣
の
「
特
別
慰
労
品
」
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。 

　
過
去
に
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
の
書
状
な
ど
を
受
け

た
方
や
、
書
状
の
請
求
を
し
な
か
っ
た
方
も
対
象
と

な
り
ま
す
。 

　
な
お
、
資
格
要
件
な
ど
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、
独

立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。（
無
料
電
話
０
１
２
０
―
２
３

４
―
９
３
３
） 

※
請
求
書
は
、
健
康
福
祉
課
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。 

※
請
求
期
限
は
、
平
成
２１
年
３
月
３１
日
ま
で
で
す
。 

第46回敬老会のお知らせ 第46回敬老会のお知らせ 
◇と　き　9月17 日（月）午前10時より 
◇ところ　小野町多目的研修集会施設大ホール 

当日は送迎バスを運行する予定です。 
なお、該当される方には招待状をお送りしました。 
ぜひ、ご出席ください。 

敬老祝金は全額商品券で支給します 
　町商店街の活性化と個人消費の拡大を図るため、 
今年度も敬老祝金の全額を商品券で支給します。 
◇使用できる期間 
　平成19年9月17日（月）から 
　平成20年3月16日（日）まで 
◇利用できる商店等について 
　当日、お配りする敬老会のしおりに記載されています。 
　なお、支給金額は次のとおりですので、確認の上、ご使用ください。 
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商品券 
5,000円 

年　齢 
75歳以上 

昨
年
の
敬
老
会
の
よ
う
す
 

小
戸
神
小
学
校
児
童
に
よ
る
余
興
 


